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特集：産業医の歴史と変化

「産業医の歴史」
「メンタルヘルスに関する施策」
「精神障害などの労災補償状況」
「メンタルヘルスケアの段階」
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ま
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はじめまして。産業医の林と申します。

産業医は昭和38年に労働者の事故など

の対策を目的としてつくられた資格であ

り、当時は【工場医】と呼ばれていました。

時代の流れと共に、施策の変化から呼

び名も変わり、また少しづつ役目も変化

してきました。特にこの20年の間はメンタ

ル不調の訴えが年々増加しており、その

対策が重視されているように感じます。

事業所の規模にもよりますが、従業員が

1000人を超える規模の企業の9割は、過

去にメンタル不調で1ヶ月前後の休暇を

とった職員がいるといった統計がでてい

ます。下記は産業医とメンタルヘルスに

関する施策の歴史を非常に簡単にまと

めたものですので、何か

のお役にたてれば幸いです。皆様と一

緒により良い働きかたをつくって参りたい

とおもいますので、ご意見、ご感想などご

ざいましたら是非、お聞かせくださいませ。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたしま

す。
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産
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求
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趣味はギターと
フィッシング☆
釣った魚は
自分でさばいて
美味しい料理に
大変身！

精神障害などの労災補償状況

1998年 2007年 2013年

請求
件数

42 952 1515

認定
件数

4 268 472



産業保健、はじめてものがたり
日本の産業保健のスタートは

1911年公布、1916年施行され

ました工場法からとなります。

1894年の日清戦争、1904年の

日露戦争と、当時の日本にとっ

て「殖産興業」は国防に位置す

る重要な政策でした。そのため、

地方の子女が都市部の工場で

働くことを推奨をしておりました

が、あまりに過酷な勤務体制に、

倒れる人が続出したことから、

労働者保護をする為の法律を

作った事が最初となります。

1972年、日本医師会会長の武見太郎氏が「工
場医」を「産業医」として改名しました。
当時、まだまだ工場での就労者が多かったです
が工場からサービス業の比重が増える中で、先
見の明があったという事でしょう。
時代は高度経済成長期での戦後復興期を終え、
今日の日本社会の基盤を創る時代に移ってい
ました。
「モーレツ社員」や「24時間戦えますか？」といっ
たフレーズがあふれ、日本社会全体に勢いが
あった時代ですね。
一方で、ノイローゼといった精神疾患の方も問題
になっており、産業医の役割が重視される時代
になっていました。
今に比べると遥かに過酷な労働環境でしたが、
一方で勢いのある若い社会の時代では、問題
はあまり顕在化しないという事がわかります。



NEXT…

特集：産業医の選任義務と人数
法律特集
産業医を雇う為の基本
会社が労働者に対してもつ義務について


